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障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況
〔令和３年度〕

区分 R3年度 R2年度 増減

相談又は通報があった件数
全国 3,208 2,865 343

茨城県 55 34 21

虐待があったと判断された件数
全国 699 632 67

茨城県 24 11 13

類型 R3年度 R2年度 増減

身体的 12 7 5

性的 6 3 3

心理的 8 6 2

放棄・放置 2 1 1

経済的 2 0 2

計 30 17 13

２ 虐待の類型（茨城県）

１ 障害者福祉施設での虐待の状況
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障害者福祉施設等における
障害者虐待の防止と対応の手引き

〔令和４年４月版〕

障害福祉課>いばらきの障害福祉政策＞差別解消の推進について＞権利擁護・虐待防止＞障害者虐待防止法について

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/g/documents/tebiki_r4-4.pdf
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1 障害者虐待防止法の概要

障害者虐待の定義

① 身体的虐待：障害者の身体に外傷が生じ、若しく
は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由
なく障害者の身体を拘束すること。

② 性的虐待：障害者にわいせつな行為をすること又
は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

③ 心理的虐待：障害者に対する著しい暴言、著しく
拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の障害
者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
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1 障害者虐待防止法の概要

障害者虐待の定義

④ 放棄・放置：障害者を衰弱させるような著しい減
食又は長時間の放置、他の利用者による①から③ま
でに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者
を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤ 経済的虐待：障害者の財産を不当に処分すること
その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

手引き（表ｰ１）障害者虐待類型（例）を参照
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

通報義務

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと
思われる障害者を発見した者は、速やかに、市町村に
通報する義務がある（第 16 条）。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虚偽答弁に対する罰則

障害者総合支援法では、 市町村・都道府県が同法に基
づく職務権限で立ち入り調査を行った場合に、虚偽の報
告若しくは虚偽の物件の提出、虚偽の答弁等を行った者
を30万円以下の罰金に処すことができると規定されて
いる （障害者総合支援法第 110 条、第 111 条）。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

通報者の保護

① 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の
規定は、施設従事者等による障害者虐待の通報を妨げ
るものと解釈してはならないこと。（第16条第３項）

② 施設従事者等による障害者虐待の通報等を行った従
業者等は、通報等をしたことを理由に、解雇その他不
利益な取扱いを受けないこと。（第16条第4項）

※ 通報する際の通報方法として匿名でも可能なことや、
自分の身元が分からないように通報できる。
また個人情報を出した上で通報した場合にも、市町

村は、個人が特定されないように配慮をもって、施設
等に聴取する。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待防止の責務と障害者や家族の立場の理解

○ 障害者は、障害者福祉施設等の職員に対して、思ってい
ることを自由に言えない立場に置かれていることが考えら
れる。管理者や職員は、自身が行うサービスによって、障
害者や家族にこのような意識を働かせていることを常に自
覚し、虐待の防止に取り組む必要がある。

○ そのため、理事長、管理者には、障害者福祉施設等が障
害者の人権を擁護する拠点であるという高い意識と、その
ための風通しのよい開かれた運営姿勢、職員と共に質の高
い支援に取り組む体制づくりが求められる。

○ 職員は、支援の質の向上はもちろんのこと、利用者や家
族の意向を踏まえて他のサービスにつなぐことも視点とし
て持っておく必要がある。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑴ 運営責任者の責務
・明確な組織としての「理念」、「ミッション」を示
し、その「理念」と「使命」に基づく長・中期計画を
策定し、 ＰＤＣＡサイクルを回し続ける組織的運営を
する。
・どんなに立派な「理念」等があっても、それを実現
するのは職員。現場力を高める人材育成が必要である。

⑵ 運営規程への明示
・運営規程において、虐待防止のための措置に関する
事項を定めておかなければならない。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑶ 事業所としての体制整備
・運営規程で定めた「虐待を防止するための措置」と
して、虐待防止委員会の設置等、必要な体制の整備が
求められる。

相互間の
基準の統一

組織図の例
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑷ 虐待防止委員会の役割
① 虐待防止のための計画づくり

虐待防止の研修や、虐待が起こりやすい職場環境の確認と改
善、ストレス要因が高い労働条件の確認と見直し、マニュアル
やチェックリストの作成と実施 、掲示物等ツールの作成と掲示
等の実施計画づくり。

② 虐待防止のチェックとモニタリング
委員会によって虐待が起こりやすい職場環境の確認を行い、各
職員が定期的に自己点検し、結果を虐待防止マネジャー等が集
計し委員会に報告など。

③ 虐待（不適切な対応事例）発生後の検証と再発防止策の検討
虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認を踏まえて障
害者福祉施設等としても事案を検証の上 、再発防止策を検討し、
実行に移していく。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑸ 全ての職員への周知徹底
・ 虐待を防止するための体制が現場職員の全員に周知され共有

されていることが望まれる。

・ 権利侵害を許さない障害者福祉施設等とするためには、職員
一人ひとりが日頃の支援を振り返り、職員相互にチェックし、
小さな出来事から虐待の芽を摘むことが重要です。

・ そのため、虐待を許さないための「倫理綱領」や「行動指
針」等の制定、「虐待防止マニュアル」の作成、「権利侵害防
止の掲示物」の掲示等により職員に周知徹底を図る必要がある。

・ これらの作成に当たっては、プロセスで全職員が関わり、主
体的に虐待防止の取組に参加できるような計画を虐待防止委員
会で検討し制定することが望ましい。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑹ 障害者福祉施設等従事者がとるべき通報の手順
① 職員等が、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した

際は、速やかに市町村に設置された障害者虐待防止センターに
通報しなければならない。

② 職員が所属する法人・事業所が虐待防止委員会や「通報の手
順」などを定めている場合には、直属の上司や管理責任者にま
ずは報告し、通報してもらう。

③ 上司や管理責任者に報告したにもかかわらず、通報がされな
かったときにはうやむやにせず自ら通報する。期間を長くおか
ずに通報する。

④ 事実が確認できていなくても通報はできる。

⑤ 通報者に不利益が生じないようにされるべき。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑺ 通報手順の参考例
① 人権侵害や虐待事案が発生したとき、又はその可能性が疑わ

れるときには、施設・事業所としてその事実確認を速やかに行
う。

② 日常の支援で虐待の疑いを発見するなど気になることがあっ
た場合は、必ず上司にその旨を伝える。

③ 利用者に対して不適切な関わりがあった際は、本人に謝罪し、
施設・事業所として安全の確保や不安にならないような配慮す
る。ご家族にもお知らせし、誠意をもって対応する。

④ 管理者は虐待であると明確に判断できない場合であっても、
速やかに障害者虐待防止法にいう通報を行い、市町村・道府県
からの立入調査に協力する。

⑤ 通報者に不利益が生じないようにする。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための体制について

⑥ 上記の事案が発生した場合は時系列に記録し、背景要因を探

り、報告書にまとめる。必要な場合は家族会においても報告す
る。

⑦ 人権侵害の事案が虐待と認定された場合は、外部の第三者に
も加わっていただき、法人として検証と再発防止策を立て、こ
れを公表する。

⑧ 虐待を起こしてしまった者に対して、事実が確認できたら就
業規則による処分を行う。

⑨ 再発防止の取り組みは、職員との共同のもと計画的に行う。

⑩ 何よりも権利侵害や虐待は未然に防ぐことが重要と認識して、
日々の業務改善に努める。
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

人権意識、知識や技術 向上のための研修

〇「障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所における
障害者虐待防止法の理解と対応」別冊を使って、法人
の全職員が職場単位等で必ず読み合わせによる学習を
行い、基本的な理解を得る。

〇 考えられる研修の種類
① 管理職を含めた職員全体を対象にした虐待防止や
人権意識を高めるための研修

② 職員のメンタルヘルスのための研修
③ 障害特性を理解し適切に支援が出来るような知識
と技術を獲得するための研修

④ 事例検討
⑤ 利用者や家族等を対象にした研修
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２ 障害者福祉施設等の虐待防止と対応

虐待を防止するための取組について

⑴ 日常的な支援場面等の把握
① 管理者による現場の把握
② 性的虐待防止の取組
③ 経済的虐待防止の取組

⑵ 風通しのよい職場づくり
⑶ 虐待防止のための具体的な環境整備
① 事故・ヒヤリハット報告書、自己チェック表とＰ
ＤＣＡサイクルの活用

② 苦情解決制度の利用
③ サービス評価やオンブズマン、相談支援専門員等
外部の目の活用

④ ボランティアや実習生の受入と地域との交流
⑤ 成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用
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【グループホームにおける不妊処置事案について】

（概要）

北海道内のグループホームで、知的障害があるカップルらが結婚や
同棲を希望する場合、不妊処置を条件化していたという問題。

２０年以上前から条件化し、今までに８組１６人が応じており、
障害者が拒否した場合には、就労支援を打ち切り、退所を求めていた。



【事業所への通知】
厚労省より各自治体に「障害福祉サービス事業者における障害者の希望を踏

まえた適切な支援の徹底等について」通知があり、令和５年２月９日付で、県

からも、障害福祉施設サービス事業所等管理者あてに通知。

（通知内容）

・障害福祉サービス等の利用の条件として避妊処置等を求めることや、利用者

に対し避妊処置等を強要することは、「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号。）第 42 条規定され

る障害福祉サービス事業者の責務規定に違反するものであり、「全ての国民

が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない

個人として尊重されるものである」という法の基本理念を踏まえれば、障害

があることを理由に子どもを産み育てられないものとして支援することは

あってはならないものであり、常に障害者の立場に立ったサービスの提供

に努めなければならない。



１ 障害福祉サービス事業者及び相談支援事業者は、障害者の生活の
希望を丁寧に把握することや、 本人の自己決定を尊重しつつ意思
決定の支援に配慮すること。

２ 障害福祉サービス事業者等は、支援方針について丁寧に検討し、
関係機関の連携の下、本人の希望の実現に向けた支援を進めると
ともに、資源の開発や連携強化を含めた地域支援体制構築を進める
こと。

【各事業所への依頼】



                   令和４年８月８日 

障害福祉課長 森田教司 

(担当：障害福祉課 課長補佐 稲葉) 

電話番号：029-301-3363（内線 3360） 

 

障害児通所支援事業所の指定取消について 

 

令和４年４月１日付けで県が指定した障害児通所支援事業所について、「指定申請書を

偽造している」との通報があり、６月２２日に特別監査を実施した結果、不正に申請して

いたことが確認されたことから、行政手続法上の聴聞を７月２８日に行い、本日、合同会

社奏に対し、指定取消処分の通知を行いました。 

なお、指定取消処分は、令和４年８月３１日付けとなります。 

県では引き続き、事業者に対して、利用者等に不安を与えないように対応するよう助言、

指導を行ってまいります。 

 

記 

 

１ 処分対象事業所 

  ・事業所名：メロディーハウス 

・サービス：児童発達支援、放課後等デイサービス 

・指定年月日：令和４年４月１日 

・定 員：10人 

 

２ 指定取消の事由 

事業所の指定要件となる、以下の書類に関する有印私文書を偽造し、指定申請をして

いた。（児童福祉法第 21条の５の 24第１項第８号に該当） 

（１）医療機関に関する協定書 

（２）管理者等の実務経験証明書 

 

３ 取消処分による影響 

  法人及びその役員等は、取消処分を受けた日以降５年間、新たに障害児通所支援事業

所の指定を受けることができない。 

 

【参考】 

過去の取消処分 

（１）有限会社ファミリー 

   取 消 日：平成２０年３月３１日 

   取消理由：介護給付費の不正請求 

   サービス：居宅介護・重度訪問介護・行動援護 

（２）特定非営利活動法人創 

   取 消 日：平成２２年４月３０日 

   取消理由：介護給付費の不正請求 

   サービス：児童デイサービス・短期入所 
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児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号） 

 

第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、指定障害児事業者等が、次の各号

に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、

期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができ

る。 

一 当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発達支援医療機関の従業

者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十九第一項の都

道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守するこ

と。（当該指定通所支援に従事する従業者） 

二 第二十一条の五の十九第二項の都道府県の条例で定める指定通所支援の

事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運

営をしていない場合 当該基準を遵守すること。（設備及び運営に関する

基準） 

三 第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供を適正に行つていな

い場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。（廃止又は休止の届出をした

ときの希望者への便宜供与） 

○２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告

を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたとき

は、その旨を公表することができる。 

○３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等

が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該

指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

○４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示し

なければならない。 

○５ 市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障

害児事業者等について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると

認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定発

達支援医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 

 

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場

合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第

一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効

力を停止することができる。 
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一 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五第三項第四号から

第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたと

き。 

※第二十一条の五の十五第三項第四号から第五号の二まで、第十三号又は

第十四号は以下のとおり 

 四 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなるまでの者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律

で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

五の二 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものに

より罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者であるとき。 

十三 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は

第九号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 

十四 申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又

は第九号から第十二号までのいずれかに該当する者であるとき。 

 

二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第三項の規定に違

反したと認められるとき。 

  ※第二十一条の五の十八第三項は以下のとおり 

  ３ 指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この 

法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のた

め忠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の

従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一

項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。 

四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十九第二項の都道府県

の条例で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて

適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。 

五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつ

たとき。 
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六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定に

より報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれ

に従わず、又は虚偽の報告をしたとき。（県又は市町村による調査） 

七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の

従業者が、第二十一条の五の二十二第一項の規定により出頭を求められて

これに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の

答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業

者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障

害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第

一項の指定を受けたとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律そ

の他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこ

れらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所

支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十一 指定障害児通所支援事業者が法人である場合において、その役員等の

うちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようと

するとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為を

した者があるとき。 

十二 指定障害児通所支援事業者が法人でない場合において、その管理者が

指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとすると

き前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者

であるとき。 

 

第二十一条の五の二十五 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公

示しなければならない。 

一 第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたと

き。 

二 第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止の届出があつたと

き。 

三 前条第一項又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児通所支

援事業者の指定を取り消したとき。 
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第八章 罰則  

第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処

する。 

一 第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜら

れた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの 

二 第十八条の二十三の規定に違反した者 

三 正当の理由がないのに、第二十一条の十四第一項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず

、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

四 正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十

二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第二十一条の五

の二十七第一項（第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。）

、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項若しくは第二十四

条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせ

ず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、こ

れらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又

はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

た者 

五 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者 

六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規

定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報

告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による

当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受

けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質

問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

七 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しく

は忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の答弁をした者 

 

第六十二条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に

処する。 

一 正当な理由がなく、第五十六条第四項（同条第二項の規定による第五十

条第五号、第六号、第六号の二若しくは第七号の三又は第五十一条第三号
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に規定する費用の徴収に関する部分を除く。）の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者 

二 第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告若しくは物

件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の

提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して

、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

三 第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人

の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問に対して、答弁せず

、又は虚偽の答弁をした者 

 


